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【手続補正書】
【提出日】令和1年5月24日(2019.5.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　疎水性ポリマー；
　脱酸素剤；
　親水性ポリマー；
を含む、脱酸素性ポリマー。
【請求項２】
　前記親水性ポリマーおよび前記脱酸素剤の粒子がそれぞれ、前記疎水性ポリマーのマト
リックス全体に分散される、請求項１に記載の脱酸素性ポリマー。
【請求項３】
　前記親水性ポリマーが、エチレンビニルアルコール、ポリビニルアルコール、およびポ
リアミドなどのポリエステルからなる群から選択される、請求項１または２に記載の脱酸
素性ポリマー。
【請求項４】
　前記脱酸素性ポリマーが、脱酸素剤を約５～約２０％、親水性ポリマーを約１～約６％
含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の脱酸素性ポリマー。
【請求項５】
　前記脱酸素剤が、水活性化脱酸素剤である、請求項１から４のいずれか一項に記載の脱
酸素性ポリマー。
【請求項６】
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　前記水活性化脱酸素剤が、亜硫酸ナトリウム、アスコルビン酸ナトリウム、亜硫酸カリ
ウム、およびアスコルビン酸カリウムからなる群から選択される、請求項５に記載の脱酸
素性ポリマー。
【請求項７】
　前記疎水性ポリマーが、ポリエチレンまたはポリプロピレンなどのポリオレフィン；ポ
リエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）などのポリエステル；熱可塑性エラストマー、例え
ば熱可塑性加硫物スチレンイソプレンブタジエン、ポリメチルペンテン、ポリブテン－１
、ポリイソブチレン、エチレンプロピレンゴム、およびエチレンプロピレンジエンモノマ
ーゴム；および２種類以上のかかる疎水性ポリマーのブレンドからなる群から選択される
、請求項１に記載の脱酸素性ポリマー。
【請求項８】
　前記脱酸素性ポリマーが、タルクを含む、請求項１に記載の脱酸素性ポリマー。
【請求項９】
　脱酸素性ポリマーを含有する装置であって、前記脱酸素性ポリマーが：
　ａ）疎水性ポリマー；
　ｂ）脱酸素剤；および
　ｃ）親水性ポリマー
を含む、装置。
【請求項１０】
　前記装置が、飲料容器の密閉部であり、前記密閉部がシェルおよび封止部材を含む、請
求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記シェルが前記疎水性ポリマーで構成され、前記封止部材が熱可塑性エラストマーで
構成され、かつ前記脱酸素剤が前記封止部材内で分散される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　ａ）請求項１に記載の脱酸素性ポリマーを含む、少なくとも１つの壁；
　ｂ）少なくとも１種類の飲料または飲料成分；
を含む、容器。
【請求項１３】
　前記少なくとも１種類の飲料または飲料成分が、飲料、飲料濃縮物、飲料成分、および
濃縮飲料成分からなる群から選択される、請求項１２に記載の容器。
【請求項１４】
　一定体積の前記飲料濃縮物が、前記飲料濃縮物がそれから誘導される、等しい体積の飲
料の約２～約６倍の糖分およびアルコール分を含む、請求項１３に記載の容器。
【請求項１５】
　ａ）少なくとも１つの壁と、少なくとも１種類の飲料成分と、を含む第１容器を含む、
請求項１２に記載の装置を提供する工程と、
　ｂ）前記飲料成分を液体で希釈して飲料を調製する工程と、
を含む、飲料を調製する方法。
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